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（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円）
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平成27年    月    日

発注者 住所

氏名

受注者 住所

氏名

一般社団法人せとうち観光推進機構

会長　佐々木　隆之

履 行 場 所

業 務 名

特 約 事 項

広島市中区基町10番3号　広島県自治会館2Ｆ

“ラグジュアリークルーズ”市場構築に向けた先進事例及び需要調査

業務

業　務　委　託　契　約　書  （案）

　この契約の締結を証するため，契約書２通を作成し，当事者記名･押印の上，各自その１

通を所持する。

　上記の業務について，発注者と受注者とは，各々の対等な立場における合意に基づいて，

別紙の条項によって委託契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

契約保証金

委 託 料

履 行 期 間

一般社団法人せとうち観光推進機構
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業業業業    務務務務    委委委委    託託託託    契契契契    約約約約    約約約約    款款款款    

 

（総則）

（総則）（総則）

（総則）  

  

 

第１条  発注者及び受注者は，この約款（業務委

託 契 約 書 （ 以 下 「 契 約 書 」 と い う 。） を 含 む 。

以下同じ。）に基づき，仕様書等（別添の仕様

書 ， 図 面 ， 業 務 に 関 す る 説 明 書 及 び こ れ に 対

す る 質 問 回 答 書 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 従 い ，

日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し ， こ の 契 約 （ こ の 約 款

及び仕様書等を内容とする業務（以下「業務」

と い う 。） の 委 託 契 約 を い う 。 以 下 同 じ 。） を

履行しなければならない。  

２  受注者は，業務を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し，契約の

目的物（以下「成果物」という。）がある場合

は，当該成果物を発注者に引き渡すものとし，

発注者は，委託料を支払うものとする。  

３  発注者は，その意図する業務の履行のため，

又 は 成 果 物 を 完 成 さ せ る た め ， 業 務 に 関 す る

指 示 を 受 注 者 に 対 し て 行 う こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て ， 受 注 者 は ， 当 該 指 示 に 従 い

業務を行わなければならない。  

４  受注者は，この約款若しくは仕様書等に特別

の 定 め が あ る 場 合 又 は 前 項 の 指 示 若 し く は 発

注 者 と 受 注 者 と の 協 議 が あ る 場 合 を 除 き ， 業

務 を 完 了 す る た め に 必 要 な 一 切 の 手 段 を そ の

責任において定めるものとする。  

５  こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と

の間で用いる言語は，日本語とする。  

６  こ の 約 款 に 定 め る 金 銭 の 支 払 に 用 い る 通 貨

は，日本円とする。  

７  こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と

の 間 で 用 い る 計 量 単 位 は ， 仕 様 書 等 に 特 別 の

定 め が あ る 場 合 を 除 き ， 計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法

律第５１号）に定めるものとする。  

８  こ の 約 款 及 び 仕 様 書 等 に お け る 期 間 の 定 め

については，民法（明治２９年法律第８９号）

及 び 商 法 （ 明 治 ３ ２ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） の 定 め

るところによるものとする。  

９  この契約は，日本国の法令に準拠するものと

する。  

10 こ の 契 約 に 係 る 訴 訟 の 提 起 又 は 調 停 （ 第

４ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 発 注 者 と 受 注

者 と の 協 議 の 上 選 任 さ れ る 調 停 人 が 行 う も の

を除く。）の申立てについては，日本国の裁判

所 を も っ て 合 意 に よ る 専 属 的 管 轄 裁 判 所 と す

る。  

 

  

 

（指示等及び協議の書面主義）

（指示等及び協議の書面主義）（指示等及び協議の書面主義）

（指示等及び協議の書面主義）  

  

 

第２条  この約款に定める指示，請求，通知，報

告 ， 申 出 ， 承 諾 ， 質 問 ， 回 答 及 び 解 除 （ 以 下

「指示等」という。）は，書面により行わなけ

ればならない。  

２  前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない

事 情 が あ る 場 合 に は ， 発 注 者 及 び 受 注 者 は ，

前 項 に 規 定 す る 指 示 等 を 口 頭 で 行 う こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て ， 発 注 者 及 び 受 注 者

は ， 既 に 行 っ た 指 示 等 を 書 面 に 記 載 し ， ７ 日

以内にこれを相手方に交付するものとする。  

３  発注者及び受注者は，この約款の規定に基づ

き 協 議 を 行 う と き は ， 当 該 協 議 の 内 容 を 書 面

に記録するものとする。  

（業務工程表の提出）

（業務工程表の提出）（業務工程表の提出）

（業務工程表の提出）  

  

 

第３条  受注者は，この契約締結後１４日（発注

者 が 認 め る 場 合 は ， そ の 日 数 ） 以 内 に 仕 様 書

等 に 基 づ い て 業 務 工 程 表 を 作 成 し ， 発 注 者 に

提出しなければならない。  

２  発注者は，必要があると認めるときは，前項

の 業 務 工 程 表 を 受 理 し た 日 か ら ７ 日 以 内 に ，

受 注 者 に 対 し て そ の 修 正 を 請 求 す る こ と が で

きる。  

３  こ の 約 款 の 規 定 に よ り 履 行 期 間 又 は 仕 様 書

等 が 変 更 さ れ た 場 合 に お い て ， 発 注 者 は ， 必

要 が あ る と 認 め る と き は ， 受 注 者 に 対 し て 業

務 工 程 表 の 再 提 出 を 請 求 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て ， 第 １ 項 中 「 こ の 契 約 締 結

後 」 と あ る の は 「 当 該 請 求 が あ っ た 日 か ら 」

と読み替えて，前２項の規定を準用する。   

４  業務工程表は，発注者及び受注者を拘束する

ものではない。  

５  第１項の規定に基づく業務工程表の提出は，

発 注 者 が 必 要 な い と 認 め た と き は ， 免 除 す る

ことができる。  

（契約保証金）

（契約保証金）（契約保証金）

（契約保証金）  

  

 

第４条  受注者は，この契約の締結と同時に，契

約 書 に 記 載 さ れ た 金 額 の 契 約 保 証 金 を 発 注 者

に納付しなければならない。  

２  前項に規定する契約保証金は，発注者が必要

が な い と 認 め た と き は ， 免 除 す る こ と が で き

る。  

（権利義務の譲渡等の禁止）

（権利義務の譲渡等の禁止）（権利義務の譲渡等の禁止）

（権利義務の譲渡等の禁止）  

  

 

第５条  受注者は，この契約により生ずる権利又

は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し ， 又 は 承 継 さ せ て は

な ら な い 。 た だ し ， 法 令 で 禁 止 さ れ て い る 場
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合 を 除 き ， あ ら か じ め ， 発 注 者 の 承 諾 を 得 た

場合は，この限りでない。  

２  受注者は，成果物（未完成の成果物を含む。）

及 び 業 務 を 行 う 上 で 得 ら れ た 記 録 等 を 第 三 者

に 譲 渡 し ， 貸 与 し ， 又 は 質 権 そ の 他 の 担 保 の

目 的 に 供 し て は な ら な い 。 た だ し ， あ ら か じ

め ， 発 注 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 は ， こ の 限 り で

ない。  

（秘密の保持）

（秘密の保持）（秘密の保持）

（秘密の保持）  

  

 

第６条  受注者は，業務を行う上で知り得た秘密

を他人に漏らしてはならない。  

２  受注者は，発注者の承諾なく，成果物（未完

成の成果物を含む。）及び業務を行う上で得ら

れ た 記 録 等 を 他 人 に閲覧さ せ ，複写さ せ ， 又

は譲渡してはならない。  

（個人情報の保護）

（個人情報の保護）（個人情報の保護）

（個人情報の保護）  

  

 

第７条  受注者は，業務を行うため個人情報を取

り扱う に 当 た っ て は ， 別 記 「個人 情 報取扱特

記事項」を守らなければならない。  

（実地調査など）

（実地調査など）（実地調査など）

（実地調査など）  

  

 

第８条  発注者は，必要があると認めるときはい

つ で も ， 受 注 者 に 対 し 業 務 の実施の状況など

の 報 告 を 求 め ， 又 は実地に 調査で き る も の と

する。  

２  発注者が，この契約に係る発注者の予算執行

の適正 を 期 す る た め 必 要 が あ る と 認 め た 場 合

は ， 発 注 者 は ， 受 注 者 に 対 し ， 受 注 者 に お け

る 当 該 契 約 の処理 の状況に 関 す る 調査への 協

力を要請することができる。  

３  受注者は，前項の要請があった場合には，特

別 な 理由が な い 限 り 要 請 に応じ る も の と し ，

こ の 契 約 の終了 後 も ，終了 日 か ら ５ 年 間 は ，

同様とする。  

（実施場所）

（実施場所）（実施場所）

（実施場所）  

  

 

第９条  受注者は，業務を契約書及び仕様書等に

記 載 す る 履 行 場 所 に お い て実施す る も の と す

る。  

２  受注者は，業務の実施場所において，発注者

の安全及 び衛生 管 理 に 関 す る 規則を 遵 守 す る

ものとする。  

３  契約書に履行場所の指定がない場合は，前２

項の規定は適用しない。  

（著作権の譲渡等）

（著作権の譲渡等）（著作権の譲渡等）

（著作権の譲渡等）  

  

 

第１０条  受注者は，成果物が著作権法（昭和４

５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規

定する著作物（以下「著作物」という。）に該

当 す る 場 合 に は ， 当 該著作 物 に 係 る 同 法 第 ２

章及 び 第 ３章に 規 定 す る著作 者 の 権 利 （ 同 法

第 ２ ７ 条 及 び 第 ２ ８ 条 の 権 利 を 含 む 。 以 下 こ

の 条 か ら 第 １ ２ 条まで に お い て 「著作 権 等 」

という。）のうち受注者に帰属するもの（同法

第 ２章第 ３節第 ２ 款 に 規 定 す る著作 者 人格権

を除く。）を当該成果物の引渡し時に発注者に

無償で譲渡する。  

（著作者人格権の制限）

（著作者人格権の制限）（著作者人格権の制限）

（著作者人格権の制限）  

  

 

第１１条  受注者は，発注者に対し，次の各号に

掲げる 行為を す る こ と を許諾 す る 。 こ の 場 合

に お い て ， 受 注 者 は著作 権 法 第 １ ９ 条 第 １ 項

又 は 第 ２０条 第 １ 項 に 規 定 す る 権 利 を 行使し

てはならない。  

(1)  成果物の内容を公表すること。  

(2)  成果物を発注者が自ら複製し，若しくは翻

案， 変形，改変 そ の 他 の修 正 を す る こと 又

は 発 注 者 の委 託 し た第 三者 を し て複製さ せ ，

若 し く は翻案， 変形，改変 そ の 他 の 修正 を

させること。  

(3)  成果物を写真，模型，絵画その他の媒体に

より表現すること。  

２  受注者は，次の各号に掲げる行為をしてはな

ら な い 。 た だ し ， あ ら か じ め ， 発 注 者 の 承 諾

又は合意を得た場合はこの限りでない。  

(1)  成果物の内容を公表すること。  

(2)  成 果 物 に 受 注 者 の実名又 は 変名を 表 示 す

ること。  

３  発注者が著作権等を行使する場合において，

受 注 者 は ，著作 権 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２

０条 第 １ 項 に 規 定 す る 権 利 を 行使し て は な ら

ない。  

（著作権の侵害防止）

（著作権の侵害防止）（著作権の侵害防止）

（著作権の侵害防止）  

  

 

第１２条  受注者は，その作成する成果物が，第

三 者 の有す る著作 権 等 を侵害す る も の で な い

ことを，発注者に対して保証する。  

２  受注者は，その作成する成果物が第三者の有

す る著作 権 等 を侵害し ， 第 三 者 に 対 し て損害

の賠償を 行 い ， 又 は 必 要 な措置を講じ な け れ

ば な ら な い と き は ， 受 注 者 が そ の賠償額 を負

担し，又は必要な措置を講ずるものとする。  

（再委託等の禁止）

（再委託等の禁止）（再委託等の禁止）

（再委託等の禁止）  

  

 

第１３条  受注者は，業務の全部又は一部を第三

者 に 委 託 し ， 又 は 請 け負わ せ て は な ら な い 。

た だ し ， 法 令 で 禁 止 さ れ て い る 場 合 を 除 き ，

あ ら か じ め 発 注 者 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た と

きは，この限りでない。  

（特許権等の使用）

（特許権等の使用）（特許権等の使用）

（特許権等の使用）  

  

 

第１４条  受注者は，特許権，実用新案権，意匠

権 ， 商標権 そ の 他 日 本 国 の 法 令 に 基 づ き 保護

される第三者の権利（以下この条において「特

許権等」という。）の対象となっているものを



 - 3 -

業 務 に使用 す る と き は ， そ の使用 に 関 す る 一

切 の 責 任 を負わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

発 注 者 が そ の 特許権 等 を 指 定 し た 場 合 に お い

て ， 仕 様 書 等 に 特許権 等 の 対象で あ る旨の 明

示 が な く ， か つ ， 受 注 者 が そ の存在を 知 ら な

か っ た と き は ， 発 注 者 は ， 受 注 者 が そ の使用

に 関 し て 要 し た費用 を負担 し な け れ ば な ら な

い。  

（貸与品等）

（貸与品等）（貸与品等）

（貸与品等）  

  

 

第１５条  発注者が受注者に貸与し，又は支給す

る 業 務 に 必 要 な 物品等 （ 以 下 「 貸 与品等 」 と

いう。）の品名，数量等，引渡場所及び引渡時

期は，仕様書等に定めるところによる。  

２  受注者は，貸与品等の引渡しを受けたときは，

引 渡 し の 日 か ら ７ 日 以 内 に ， 発 注 者 に借用 書

又は受領書を提出しなければならない。  

３  受注者は，貸与品等を善良な管理者の注意を

もって管理しなければならない。  

４  受注者は，仕様書等に定めるところにより，

業 務 の 完 了 ， 仕 様 書 等 の 変 更 等 に よ っ て不用

と な っ た 貸 与品等 を 発 注 者 に返還し な け れ ば

ならない。  

５  受注者は，故意又は過失により貸与品等が滅

失し ， 若 し く は き損し ， 又 は そ の返還が不可

能と な っ た と き は ， 発 注 者 の 指 定 し た 期 間 内

に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，

又 は返還に代え て損害を賠償し な け れ ば な ら

ない。  

（ 仕 様 書 等 と 業 務 内 容 が 一 致 し な い 場 合 の 修

（ 仕 様 書 等 と 業 務 内 容 が 一 致 し な い 場 合 の 修（ 仕 様 書 等 と 業 務 内 容 が 一 致 し な い 場 合 の 修

（ 仕 様 書 等 と 業 務 内 容 が 一 致 し な い 場 合 の 修

補義務）

補義務）補義務）

補義務）  

  

 

第１６条  受注者は，業務の内容が仕様書等又は

発 注 者 の 指 示 若 し く は 発 注 者 と 受 注 者 と の 協

議 の 内 容 に適合 し な い 場 合 に は ， こ れ ら に適

合 す る よ う 必 要 な 修補を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。 こ の 場 合 に お い て ， 当 該不適合 が 発 注 者

の 指 示 に よ る と き そ の 他 発 注 者 の 責 め に帰す

べき 事由に よ る と き は ， 発 注 者 は ， 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る と き に あ っ て は 履 行 期 間 若 し

く は 委 託 料 を 変 更 し ， 又 は 受 注 者 に損害を 及

ぼし た と き に あ っ て は 必 要 な費用 を負担 し な

ければならない。  

（条件変更等）

（条件変更等）（条件変更等）

（条件変更等）  

  

 

第１７条  受注者は，業務を行うに当たり，次の

各号 の い ず れ か に 該 当 す る 事実を 発見し た と

き は ， そ の旨を直ちに 発 注 者 に 通 知 し ， そ の

確認を請求しなければならない。  

(1)  仕 様 書 等 にごびゅう 又 は脱漏が あ る こ と 。 

(2)  仕様書等の表示が明確でないこと。  

(3)  履 行 上 の制約 等 仕 様 書 等 に 示 さ れ た自然

的又は人為的な履行条件と実際の履行条件

が相違すること。  

(4)  仕 様 書 等 に 明 示 さ れ て い な い 履 行 条件に

ついて予期することのできない特別な状態

が生じたこと。  

２  発注者は，前項の規定による確認を請求され

た と き 又 は自ら 前 項各号 に掲げる 事実を 発見

し た と き は ， 受 注 者 の 立会い の 上 ，直ちに 調

査を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 受 注 者

が 立会い に応じ な い 場 合 に は ， 受 注 者 の 立会

いを得ずに行うことができる。  

３  発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結

果 （ こ れ に 対 し て と るべき措置を 指 示 す る 必

要があるときは，当該指示を含む。）をとりま

と め ， 調査の終了 後 １ ４ 日 以 内 に ， そ の 結 果

を受注者に通知しなければならない。ただし，

そ の 期 間 内 に 通 知 で き な い や む を 得 な い 理由

が あ る と き は ， あ ら か じ め ， 受 注 者 の 意見を

聴いた上，当該期間を延長することができる。 

４  前 項 の 調査の 結 果 に よ り 第 １ 項各号 に掲げ

る事実が確認された場合において，発注者は，

必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は ， 仕 様 書 等 の

変更又は訂正を行わなければならない。  

５  前 項 の 規 定 に よ り 仕 様 書 等 の 変 更 又 は訂正

が 行 わ れ た 場 合 に お い て ， 発 注 者 は ， 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る と き に あ っ て は 履 行 期 間 若

し く は 委 託 料 を 変 更 し ， 又 は 受 注 者 に損害を

及ぼし た と き に あ っ て は 必 要 な費用 を負担 し

なければならない。  

（仕様書等の変更）

（仕様書等の変更）（仕様書等の変更）

（仕様書等の変更）  

  

 

第１８条  発注者は，必要があると認めるときは，

仕 様 書 等 の 変 更 内 容 を 受 注 者 に 通 知 し て ， 仕

様 書 等 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て ， 発 注 者 は ， 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き に あ っ て は 履 行 期 間 若 し く は 委 託 料 を 変

更 し ， 又 は 受 注 者 に損害を 及ぼし た と き に あ

っ て は 必 要 な費用 を負担 し な け れ ば な ら な い 。 

（業務の中止）

（業務の中止）（業務の中止）

（業務の中止）  

  

 

第 １ ９ 条  第 三 者 の 所有す る土地への 立入り に

つ い て 当 該土地の 所有者 等 の 承 諾 を 得 る こ と

が で き な い た め ， 又 は暴風，豪雨，洪水，高

潮，地震，地すべり ，落盤，火災，騒乱，暴

動そ の 他 の自然的 又 は 人為的 な 事象（ 第 ２ ８

条第１項において「天災等」という。）であっ

て ， 受 注 者 の 責 め に帰す こ と が で き な い も の

に よ り ， 作 業現場 の状態が著し く 変動し た た

め ， 受 注 者 が 業 務 を 行 う こ と が で き な い と 認

め ら れ る と き は ， 発 注 者 は ， 業 務 の 中 止 内 容

を直ちに 受 注 者 に 通 知 し て ， 業 務 の全部又 は
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一部を一時中止させなければならない。  

２  発注者は，前項の規定によるほか，必要があ

ると認めるときは，業務の中止内容を受注者

に通知して，業務の全部又は一部を一時中止

させることができる。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 業 務 を 一 時 中 止 し た 場

合 に お い て ， 発 注 者 は ， 必 要 が あ る と 認 め ら

れ る と き に あ っ て は 履 行 期 間 若 し く は 委 託 料

を 変 更 し ， 又 は 受 注 者 が 業 務 の 続 行 に 備 え 業

務 の 一 時 中 止 に 伴 う 増 加 費 用 を 必 要 と し た と

き 若 し く は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き に あ

っ て は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 

（業務に係る

（業務に係る（業務に係る

（業務に係る受注者

受注者受注者

受注者の提案）

の提案）の提案）

の提案）  

  

 

第２０条  受注者は，仕様書等について，技術的

又 は 経 済 的 に 優 れ た 代 替 方 法 そ の 他 改 良 事 項

を 発 見 し ， 又 は 発 案 し た と き は ， 発 注 者 に 対

し て ， 当 該 発 見 又 は 発 案 に 基 づ き 仕 様 書 等 の

変更を提案することができる。  

２  前 項 に 規 定 す る 受 注 者 の 提 案 を 受 け た 場 合

に お い て ， 発 注 者 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と

き は ， 仕 様 書 等 の 変 更 を 受 注 者 に 通 知 す る も

のとする。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 仕 様 書 等 が 変 更 さ れ た 場

合 に お い て ， 発 注 者 は ， 必 要 が あ る と 認 め ら

れ る と き は ， 履 行 期 間 又 は 委 託 料 を 変 更 し な

ければならない。  

（

（（

（ 受注者

受注者受注者

受注者 の請求による履行期間の延長）

の請求による履行期間の延長）の請求による履行期間の延長）

の請求による履行期間の延長）  

  

 

第２１条  受注者は，その責めに帰すことができ

な い 事 由 に よ り 履 行 期 間 内 に 業 務 を 完 了 す る

こ と が で き な い と き は ， そ の 理 由 を 明 示 し た

書 面 に よ り 発 注 者 に 履 行 期 間 の 延 長 変 更 を 請

求することができる。  

２  発注者は，前項の規定による請求があった場

合において，必要があると認められるときは，

履 行 期 間 を 延 長 し な け れ ば な ら な い 。 発 注 者

は ， そ の 履 行 期 間 の 延 長 が 発 注 者 の 責 め に 帰

す べ き 事 由 に よ る 場 合 に お い て は ， 委 託 料 に

つ い て 必 要 と 認 め ら れ る 変 更 を 行 い ， 又 は 受

注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負

担しなければならない。  

（

（（

（ 発注者

発注者発注者

発注者 の請求による履行期間の短縮等）

の請求による履行期間の短縮等）の請求による履行期間の短縮等）

の請求による履行期間の短縮等）  

  

 

第２２条  発注者は，特別の理由により履行期間

を 短 縮 す る 必 要 が あ る と き は ， 履 行 期 間 の 短

縮変更を受注者に請求することができる。  

２  発注者は，この約款の他の条項の規定により

履 行 期 間 を 延 長 す べ き 場 合 に お い て ， 特 別 の

理 由 が あ る と き は ， 受 注 者 に 通 常 必 要 と さ れ

る 履 行 期 間 に 満 た な い 履 行 期 間 へ の 変 更 を 請

求することができる。  

３  前２項の場合において，発注者は，必要があ

る と 認 め ら れ る と き に あ っ て は 委 託 料 を 変 更

し ， 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き に あ っ

ては必要な費用を負担しなければならない。  

（履行期間の変更方法）

（履行期間の変更方法）（履行期間の変更方法）

（履行期間の変更方法）  

  

 

第２３条  履行期間の変更については，発注者と

受注者とが協議 し て 定 め る 。た だ し ，協 議 開

始 の 日 か ら １４日（発注者があらかじめ定め

る 場 合 は ， そ の 日 数 ） 以 内 に 協 議 が 整 わ な い

場合には，発注者が定め，受注者に通知する。  

２  前項の協議開始の日については，発注者が受

注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ， 受 注 者 に 通 知 す る

も の と す る 。 た だ し ， 発 注 者 が 履 行 期 間 の 変

更 事 由 が 生 じ た 日 （ 第 ２ １ 条 の 場 合 に あ っ て

は 発 注 者 が 履 行 期 間 の 変 更 の 請 求 を 受 け た 日 ，

前 条 の 場 合 に あ っ て は 受 注 者 が 履 行 期 間 の 変

更 の 請 求 を 受 け た 日 ） か ら ７ 日 以 内 に 協 議 開

始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は ， 受 注 者 は ， 協

議 開 始 の 日 を 定 め ， 発 注 者 に 通 知 す る こ と が

できる。  

（委託料の変更方法等）

（委託料の変更方法等）（委託料の変更方法等）

（委託料の変更方法等）  

  

 

第２４条  委託料の変更については，発注者と受

注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し ， 協 議 開 始

の 日 か ら １ ４ 日 （ 発 注 者 が あ ら か じ め 定 め る

場 合 は ， そ の 日 数 ） 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場

合には，発注者が定め，受注者に通知する。  

２  前項の協議開始の日については，発注者が受

注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ， 受 注 者 に 通 知 す る

も の と す る 。 た だ し ， 発 注 者 が 委 託 料 の 変 更

事 由 が 生 じ た 日 か ら ７ 日 以 内 に 協 議 開 始 の 日

を 通 知 し な い 場 合 に は ， 受 注 者 は ， 協 議 開 始

の日を定め，発注者に通知することができる。 

３  この約款の規定により，受注者が増加費用を

必 要 と し た 場 合 又 は 損 害 を 受 け た 場 合 に 発 注

者 が 負 担 す る 必 要 な 費 用 の 額 に つ い て は ， 発

注者と受注者とが協議して定める。  

（臨機の措置）

（臨機の措置）（臨機の措置）

（臨機の措置）  

  

 

第２５条  受注者は，災害防止等のため必要があ

る と 認 め る と き は ， 臨 機 の 措 置 を と ら な け れ

ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 受 注 者 は ，

必 要 が あ る と 認 め る と き は ， あ ら か じ め ， 発

注者の意見を聴かなければならない。ただし，

緊 急 や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は ， こ の 限

りではない。  

２  前項の場合において，受注者は，そのとった

措 置 の 内 容 を 発 注 者 に 直 ち に 通 知 し な け れ ば

ならない。  

３  発注者は，災害防止その他業務を行う上で特

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 受 注 者 に 対 し
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て 臨 機 の 措 置 を と る こ と を 請 求 す る こ と が で

きる。  

４  受 注 者 が 第 １ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 臨 機

の 措 置 を と っ た 場 合 に お い て ， 当 該 措 置 に 要

し た 費 用 の う ち ， 受 注 者 が 委 託 料 の 範 囲 に お

い て 負 担 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る

部分については，発注者がこれを負担する。  

（一般的損害）

（一般的損害）（一般的損害）

（一般的損害）  

  

 

第２６条  業務の完了前（成果物がある場合は，

当 該 成 果 物 の 引 渡 前 ） に ， 業 務 を 行 う に つ き

生 じ た 損 害 （ 成 果 物 が あ る 場 合 は 当 該 成 果 物

に 生 じ た 損 害 を 含 み ， 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項

に規定する損害を除く。）については，受注者

がその費用を負担する。ただし，その損害（仕

様 書 等 に 定 め る と こ ろ に よ り 付 さ れ た 保 険 に

よりてん補された部分を除く。）のうち発注者

の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ

いては，発注者が負担する。  

（第三者に及ぼした損害）

（第三者に及ぼした損害）（第三者に及ぼした損害）

（第三者に及ぼした損害）  

  

 

第 ２ ７ 条  業 務 を 行 う に つ き 第 三 者 に 及 ぼ し た

損 害 に つ い て ， 当 該 第 三 者 に 対 し て 損 害 の 賠

償 を 行 わ な け れ ば な ら な い と き は ， 受 注 者 が

その賠償額を負担する。  

２  前項の規定にかかわらず，同項に規定する賠

償 額 （ 仕 様 書 等 に 定 め る と こ ろ に よ り 付 さ れ

た保険によりてん補された部分を除く。）のう

ち ， 発 注 者 の 指 示 ， 貸 与 品 等 の 性 状 そ の 他 発

注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た も の

については，発注者がその賠償額を負担する。

た だ し ， 受 注 者 が ， 発 注 者 の 指 示 又 は 貸 与 品

等 が 不 適 当 で あ る こ と 等 発 注 者 の 責 め に 帰 す

べ き 事 由 が あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 通 知

しなかったときは，この限りでない。  

３  業 務 を 行 う に つ き 通 常 避 け る こ と が で き な

い 騒 音 ， 振 動 等 の 理 由 に よ り 第 三 者 に 及 ぼ し

た 損 害 （ 仕 様 書 等 に 定 め る と こ ろ に よ り 付 さ

れた保険によりてん補された部分を除く。）に

つ い て ， 当 該 第 三 者 に 損 害 の 賠 償 を 行 わ な け

れ ば な ら な い と き は ， 発 注 者 が そ の 賠 償 額 を

負 担 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 業 務 を 行

う に つ き 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を

怠 っ た こ と に よ り 生 じ た も の に つ い て は ， 受

注者が負担する。  

４  前 ３ 項 の 場 合 そ の 他 業 務 を 行 う に つ き 第 三

者 と の 間 に 紛 争 を 生 じ た 場 合 に お い て は ， 発

注 者 と 受 注 者 と が 協 力 し て そ の 処 理 解 決 に 当

たるものとする。  

（不可抗力による損害）

（不可抗力による損害）（不可抗力による損害）

（不可抗力による損害）  

  

 

第２８条  業務の完了前（成果物がある場合は，

当 該 成 果 物 の 引 渡 前 ） に ， 天 災 等 （ 仕 様 書 等

で 基 準 を 定 め た も の に あ っ て は ， 当 該 基 準 を

超えるものに限る。）で発注者と受注者のいず

れ の 責 め に も 帰 す こ と が で き な い も の （ 第 ６

項において「不可抗力」という。）により，成

果 物 （ 未 完 成 の も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。）， 仮 設 物 又 は 業 務 の 実 施 場 所 に 搬

入 し た 業 務 の 用 に 供 す る 機 器 に 損 害 が 生 じ た

と き は ， 受 注 者 は ， そ の 事 実 の 発 生 後 直 ち に

そ の 状 況 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

２  発注者は，前項の規定による通知を受けたと

き は ， 直 ち に 調 査 を 行 い ， 前 項 の 損 害 （ 受 注

者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を 怠 っ た こ と に

基 づ く も の 及 び 仕 様 書 等 に 定 め る と こ ろ に よ

り 付 さ れ た 保 険 に よ り て ん 補 さ れ た 部 分 を 除

く。以下この条において同じ。）の状況を確認

し ， そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら

ない。  

３  受注者は，前項の規定により損害の状況が確

認 さ れ た と き は ， 損 害 に よ る 費 用 の 負 担 を 発

注者に請求することができる。  

４  発注者は，前項の規定により受注者から損害

に よ る 費 用 の 負 担 の 請 求 が あ っ た と き は ， 当

該 損 害 の 額 （ 成 果 物 又 は 仮 設 物 若 し く は 業 務

の 実 施 場 所 に 搬 入 し た 業 務 の 用 に 供 す る 機 器

であって立会いその他受注者の業務に関する記録等に

より確認することができるものに係る額 に 限 る 。）

及 び 当 該 損 害 の取片付 け に 要 す る 費 用 の 額 の

合計額（以下「損害合計額」という。）のうち

委 託 料 の １ ０ ０ 分 の １ を 超 え る 額 を 負 担 し な

ければならない。  

５  前項に規定する損害の額は，次の各号に掲げ

る損害につき，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろにより算定する。  

(1) 成 果 物 に関す る 損 害  損 害 を 受 け た 成 果

物に相応する委託料の額とし，残存価値があ

る 場 合 に は そ の評価額 を差し 引 い た 額 と す

る。  

(2) 仮 設 物 又 は 業 務 の 実 施 場 所 に 搬 入 し た 業

務 の 用 に 供 す る 機 器 に関す る 損 害  損 害 を

受 け た 仮 設 物 又 は 業 務 の 実 施 場 所 に 搬 入 し

た 業 務 の 用 に 供 す る 機 器 で 通 常妥当 と 認 め

られるものについて，当該業務で償却するこ

と と し て い る 償却費 の 額 か ら 損 害 を 受 け た

時点に お け る 成 果 物 に相応す る 償却費 の 額

を差し引いた額とする。ただし，修繕により

その機能を回復することができ，かつ，修繕

費 の 額 が 上記の 額 よ り も少額 で あ る も の に

ついては，その修繕費の額とする。  



 - 6 -

６  数 次 に わ た る 不 可 抗 力 に よ り 損 害 合計額 が

累積し た 場 合 に お け る 第二次 以降の 不 可 抗 力

に よ る 損 害 合計額 の 負 担 に つ い て は ， 第 ４ 項

中 「 当 該 損 害 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 額 の

累計」と，「当該損害の取片付けに要する費用

の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の取片付 け に 要 す る

費用の額の累計」と，「委託料の１００分の １

を 超 え る 額 」 と あ る の は 「 委 託 料 の １００

分 の １ を 超 え る 額 か ら既に 負 担 し た 額 を差し

引いた額」として同項を適用する。  

（委託料の変更に代える仕様書等の変更）

（委託料の変更に代える仕様書等の変更）（委託料の変更に代える仕様書等の変更）

（委託料の変更に代える仕様書等の変更）  

  

 

第２９条  発 注 者 は ，第 １ ４ 条 ，第 １ ６ 条 か ら

第 ２ ０ 条まで ， 第 ２ ２ 条 ， 第 ２ ５ 条 ， 第 ２ ６

条 ， 前 条 又 は 第 ３ ２ 条 の 規 定 に よ り 委 託 料 を

増 額 す べ き 場 合 又 は 費 用 を 負 担 す べ き 場 合 に

お い て ， 特 別 の 理 由 が あ る と き は ， 委 託 料 の

増 額 又 は 負 担 額 の 全 部 又 は 一 部 に 代 え て 仕 様

書 等 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て ， 仕 様 書 等 の 変 更 内 容 は ， 発 注 者 と 受 注

者 と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し ， 協 議 開 始 の

日 か ら １ ４ 日 （ 発 注 者 が あ ら か じ め 定 め る 場

合 は ， そ の 日 数 ） 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合

には，発注者が定め，受注者に通知する。  

２  前項の協議開始の日については，発注者が受

注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ， 受 注 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 発 注 者 が 委 託 料 を

増 額 す べ き 事 由 又 は 費 用 を 負 担 す べ き 事 由 が

生 じ た 日 か ら ７ 日 以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知

し な い 場 合 に は ， 受 注 者 は ， 協 議 開 始 の 日 を

定め，発注者に通知することができる。  

（検査及び引渡し）

（検査及び引渡し）（検査及び引渡し）

（検査及び引渡し）  

  

 

第３０条  受注者は，業務を完了したときは，そ

の旨を発注者に通知しなければならない。  

２  発注者は，前項の規定による通知を受けたと

き は ， 通 知 を 受 け た 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 受 注

者 の 立 会 い の 上 ， 仕 様 書 等 に 定 め る と こ ろ に

よ り ， 業 務 の 完 了 を 確 認 す る た め の検査 を 完

了 し ， 当 該検査 の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け

ればならない。  

３  発注者は，前項の規定による検査によって業

務 の 完 了 を 確 認 し た 後 ， 受 注 者 が 成 果 物 の 引

渡 し を申し出た と き は ， 直 ち に 当 該 成 果 物 の

引渡しを受けなければならない。  

４  発注者は，受注者が前項の申出を行わないと

き は ， 当 該 成 果 物 の 引 渡 し を 委 託 料 の支払の

完 了 と 同 時 に 行 う こ と を 請 求 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て ， 受 注 者 は ， 当 該 請 求

に直ちに応じなければならない。  

５  受注者は，業務が第２項の検査に合格しない

と き は ， 直 ち に修補 し て 発 注 者 の検査 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ，修補

の 完 了 を 業 務 の 完 了 と み な し て 前各項 の 規 定

を準用する。  

（委託料の支払）

（委託料の支払）（委託料の支払）

（委託料の支払）  

  

 

第３１条  受注者は，前条第２項（同条第５項に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 第 ３ 項 ， 第 ３ ３

条第２項及び第４３条第３項において同じ。）

の検査 に 合格し た と き は ， 委 託 料 の支払を 請

求することができる。  

２  発注者は，前項の規定による請求があったと

き は ， 請 求 を 受 け た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 委 託

料を支払わなければならない。  

３  発 注 者 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 前

条 第 ２ 項 の 期 間 内 に検査 を し な い と き は ， そ

の 期 限 を 経過し た 日 か ら検査 を し た 日まで の

期 間 の 日 数 は ， 前 項 の 期 間 （ 以 下 こ の 項 に お

いて「約定期間」という。）の日数から差し引

く も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， そ の遅延

日 数 が 約 定 期 間 の 日 数 を 超 え る と き は ， 約 定

期 間 は ，遅延 日 数 が 約 定 期 間 の 日 数 を 超 え た

日において満了したものとみなす。  

（引渡し前における成果物の使用）

（引渡し前における成果物の使用）（引渡し前における成果物の使用）

（引渡し前における成果物の使用）  

  

 

第３２条  発注者は，第３０条第３項又は第４項

の 規 定 に よ る 引 渡 し 前 に お い て も ， 成 果 物 の

全 部 又 は 一 部 を 受 注 者 の承諾を 得 て使用 す る

ことができる。  

２  前項の場合において，発注者は，その使用部

分 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て使用 し な け

ればならない。  

３  発注者は，第１項の規定により成果物の全部

又 は 一 部 を使用 し た こ と に よ っ て 受 注 者 に 損

害 を 及 ぼ し た と き は ， 必 要 な 費 用 を 負 担 し な

ければならない。  

（かし担保）

（かし担保）（かし担保）

（かし担保）  

  

 

第３３条  発注者は，成果物の引渡しを受けた後

に お い て ， 当 該 成 果 物 に か し が あ る こ と が 発

見 さ れ た と き は ， 受 注 者 に 対 し て相当 の 期 間

を 定 め て そ の か し の修補 を 請 求 し ， 又 は修補

に 代 え ， 若 し く は修補 と と も に 損 害 の 賠 償 を

請求することができる。  

２  前項において受注者が負うべき責任は，第３

０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る検査 に 合格し た こ と

をもって免れるものではない。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る か し の修補 又 は 損 害 賠

償 の 請 求 は ， 第 ３ ０ 条 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規

定 に よ る 成 果 物 の 引 渡 し を 受 け た 場 合 は ， そ

の 引 渡 し の 日 か ら １年以 内 に 行 わ な け れ ば な

らない。  
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４  前項の規定にかかわらず，成果物のかしが受

注 者 の故意 又 は重大な過失に よ り 生 じ た 場 合

に は ， 同 項 に 規 定 す る 請 求 を 行 う こ と が で き

る 期 間 は ， 引 渡 し を 受 け た 日 か ら １ ０年と す

る。  

５  発注者は，成果物の引渡しの際にかしがある

こ と を 知 っ た と き は ， 第 １ 項 の 規 定 に か か わ

ら ず ， そ の旨を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し な け れ

ば ， 当 該 か し の修補 又 は 損 害 賠 償 を 請 求 す る

こ と は で き な い 。 た だ し ， 受 注 者 が そ の か し

が あ る こ と を 知 っ て い た と き は ， こ の 限 り で

ない。  

６  第１項の規定は，成果物のかしが仕様書等の

記載内 容 ， 発 注 者 の 指 示 又 は 貸 与 品 等 の 性 状

に よ り 生 じ た も の で あ る と き は 適 用 し な い 。

た だ し ， 受 注 者 が そ の記載内 容 ， 指 示 又 は 貸

与 品 等 が 不 適 当 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ

を通知しなかったときは，この限りでない。  

（履行遅

（履行遅（履行遅

（履行遅 滞の場合における損害金等）

滞の場合における損害金等）滞の場合における損害金等）

滞の場合における損害金等）  

  

 

第 ３ ４ 条  受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り

履 行 期 間 内 に 業 務 を 完 了 す る こ と が で き な い

場 合 に お い て は ， 発 注 者 は ， 損 害金の支払を

受注者に請求することができる。  

２  前項の損害金の額は，遅延日数に応じ，発注

者 が 業 務 の 未 履 行 分 に相当 す る 委 託 料 と し て

定める額につき年 14.5 パーセント（ただし，

各年の 特例基 準割合 （ 当 該年の 前年に租税特

別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 93 条第

2 項 の 規 定 に よ り告示 さ れ た割合 に年１パー

セントの割合 を 加算し た割合 を い う 。 以 下 同

じ。）が年 7.25 パーセントの割合に満たない

場 合 に は ， そ の年（ 以 下 「 特例基 準割合 適 用

年」という。）中においては，当該特例基準割

合適用年における特例基準割合に年 7.25 パー

セントの割合を加算した割合とする。）の割合

で算定した金額とする。  

３  発注者の責めに帰すべき事由により，第３１

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 委 託 料 の支払が遅れ た

場 合 に お い て ， 受 注 者 は ， 未 受領金額 に つ き

遅延日数に応じ，年 2.9 パーセント（算定対

象の 期 間 に お い て 適 用 さ れ る政府契約 の支払

遅延 防 止 等 に関す る 法律（昭和２ ４年法律第

２ ５ ６号） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ っ て財務

大臣が 決 定 し た率（ 以 下 「支払遅延 防 止 法 の

率」という。）がこの率と異なる場合は，支払

遅延 防 止 法 の率） の割合 で計算し た 額 の遅延

利息の支払を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 

 

  

 （

（（

（ 発注者

発注者発注者

発注者 の解除権）

の解除権）の解除権）

の解除権）  

  

 

第３５条  発注者は，受注者が次の各号のいずれ

かに該当するときは，契約を解除することがで

きる。  

 (1) 正当 な 理 由 な く ， 業 務 に着手す べ き 期 日

を過ぎても業務に着手しないとき。  

 (2) そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り ， 履 行 期

間 内 に 業 務 が 完 了 し な い と 明 ら か に 認 め ら

れるとき。  

 (3) 前 ２号に掲げる 場 合 の ほ か ， こ の契約 に

違反し ， そ の違反に よ り契約 の目的 を達成

することができないと認められるとき。  

 (4) 第 ４ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ ら な い で契約

の解除を申し出たとき。  

２  前 項 の 規 定 に よ り契約 が 解 除 さ れ た 場 合 に

おいては，受注者は，委託料の１０分の１に相

当 す る 額 を違約金と し て 発 注 者 の 指 定 す る 期

限までに支払わなければならない。  

第３６条  発注者は，この契約に関し，受注者が

次の各号のいずれかに該当するときは，契約を

解除することができる。  

(1)  受注者が，私的独占の禁止及び公正取引の

確 保 に関す る 法律（昭和２ ２年法律第 ５ ４

号。 以 下 「独占禁止 法 」 と い う 。 ） 第 ４９

条 に 規 定 す る排除 措 置命令（ 以 下 こ の号及

び 次 項 に お い て単に 「排除 措 置命令」 と い

う 。 ） を 受 け ， 当 該排除 措 置命令が 確 定 し

たとき。  

(2)  受注者が，独占禁止法第６２条第１項に規

定 す る納付命令（ 以 下 こ の号及 び 次 項 に お

い て単に 「納付命令」 と い う 。 ） を 受 け ，

当該納付命令が確定したとき。  

(3)  受 注 者 （ 受 注 者 が 法人の 場 合 に あ っ て は ，

その役員又は使用人を含む。）が，刑法（明

治４ ０年法律第 ４ ５号） 第９６ 条 の ６ 若 し

く は 第 １９８ 条 又 は独占禁止 法 第 ８９条 第

１ 項 若 し く は 第９５ 条 第 １ 項 第 １号の 規 定

による刑に処せられたとき。  

２  発注者は，排除措置命令又は納付命令が受注

者でない者に対して行われた場合であって，こ

れらの命令において，この契約に関し受注者の

独占禁止 法 第 ３ 条 又 は 第 ８ 条 第 １ 項 第 １号の

規定に違反する行為があったとされ，これらの

命令が確定したときは，契約を解除することが

できる。  

３  前条第２項の規定は，前２項の規定により契

約を解除した場合について準用する。  

第３７条  発注者は，受注者が次の各号のいずれ

かに該当するときは，契約を解除することがで

きる。  

 (1)  役員等（受注者が個人である場合にはその
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者 を ， 受 注 者 が 法人で あ る 場 合 に は そ の 法

人の役員又 は そ の支店若 し く は営業 所 （ 常

時 業 務 の 委 託 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い

う。）を代表する者をいう。以下同じ。）が，

集団的 に ， 又 は 常習的 に暴力 的 不 法 行為を

行 う お そ れ の あ る組織（ 以 下 「暴力団」 と

いう。）の関係者（以下「暴力団関係者」と

いう。）であると認められるとき。  

 (2)  役員等が，暴力団，暴力団関係者，暴力団

関係者 が 経営若 し く は運営に 実質的 に関与

し て い る と 認 め ら れ る 法人若 し く は組合 等

又 は暴力団若 し く は暴力団関係者 と非難さ

れ る べ き関係を有し て い る と 認 め ら れ る 法

人若 し く は組合 等 を利用 す る などし て い る

と認められるとき。  

 (3)  役員等が，暴力団，暴力団関係者又は暴力

団関係者 が 経営若 し く は運営に 実質的 に関

与 し て い る と 認 め ら れ る 法人若 し く は組合

等 に 対 し て ，資金等 を 供給し ， 又 は便宜を

供 与 す る など積極的 に暴力団の維持運営に

協 力 し ， 又 は関与 し て い る と 認 め ら れ る と

き。  

 (4)  前３号のほか，役員等が，暴力団又は暴力

団関係者 と社会 的 に非難さ れ る べ き関係を

有していると認められるとき。  

 (5)  受 注 者 の 経営に暴力団関係者 の 実質的 な

関与があると認められるとき。  

(6)  再委託契約その他の契約に当たり，その相

手方 が 前各号の い ず れ か に 該 当 す る こ と を

知りながら，当該者と契約を締結したと認め

られるとき。  

(7)  受注者が，第１号から第５号までのいずれ

か に 該 当 す る 者 を再委 託契約 そ の 他 の契約

の相手方としていた場合（前号に該当する場

合 を 除く 。） に， 発注 者が 受 注者 に対 して 当

該契約の解除を求め，受注者がこれに従わな

かったとき。  

２  第３５条第２項の規定は，前項の規定により

契約を解除した場合について準用する。  

第３８条  発注者は，業務が完了するまでの間は，

第３５条第１項，第３６条第１項及び第２項並

びに前条第１項の規定によるほか，必要がある

ときは，契約を解除することができる。  

２  発注者は，前項の規定により契約を解除した

こ と に よ り 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は ，

その損害を賠償しなければならない。  

（暴力団等からの不当介入の排除）

（暴力団等からの不当介入の排除）（暴力団等からの不当介入の排除）

（暴力団等からの不当介入の排除）     

第３９条  受注者は，契約の履行に当たり暴力団

等から不当介入を受けた場合は，その旨を直ち

に発注者に報告するとともに，所轄の警察署に

届け出なければならない。  

２  受注者は，前項の場合において，発注者及び

所轄の警察署と 協 力 し て 不 当介入 の排除 対策

を講じなければならない。  

３  受注者は，暴力団等から不当介入による被害

を受けた場合は，その旨を直ちに発注者へ報告

するとともに，被害届を速やかに所轄の警察署

に提出しなければならない。  

（

（（

（受注者

受注者受注者

受注者の解除権）

の解除権）の解除権）

の解除権）  

  

 

第４０条  受注者は，次の各号のいずれかに該当

するときは，契約を解除することができる。  

(1)  第 １ ８ 条 の 規 定 に よ り 仕 様 書 等 を 変 更 し

た ため 委託料 が３分 の２以 上減少した とき。 

(2)  第 １９条 の 規 定 に よ る 業 務 の 中 止 期 間 が

履 行期 間の１ ０分 の５ （履 行期 間の１ ０ 分

の ５が ６月を 超え ると きは ，６月）を 超 え

た とき 。ただ し， 中止 が業 務の 一部の み の

場 合は ，その 一部 を除 いた 他の 部分の 業 務

が 完了 した後 ３月を経過し ても ，なお そ の

中止が解除されないとき。  

(3)  発注者が契約に違反し，その違反によって

契約の履行が不可能となったとき。  

２  受注者は，前項の規定により契約を解除した

場 合 に お い て ， 損 害 が あ る と き は ， そ の 損 害

の賠償を発注者に請求することができる。  

（解除の効果）

（解除の効果）（解除の効果）

（解除の効果）  

  

 

第４１条  契約が解除された場合には，第１条第

２ 項 に 規 定 す る 発 注 者 及 び 受 注 者 の 義 務 は消

滅する。  

２  発注者は，前項の規定にかかわらず，第３５

条 か ら 第 ３ ８ 条まで 又 は 第 ４ ０ 条 の 規 定 に よ

り契約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て ， 受 注 者 が

既に 業 務 を 完 了 し た 部 分 （ 以 下 こ の 項 及 び 次

条第２項において「既履行部分」という。）の

引 渡 し を 受 け る 必 要 が あ る と 認 め た と き は ，

既履 行 部 分 を検査 の 上 ， 当 該検査 に 合格し た

部 分 の 引 渡 し を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て ， 発 注 者 は ， 当 該 引 渡 し を 受 け た

既履 行 部 分 に相応す る 委 託 料 （ 次 項 に お い て

「既履行部分委託料」という。）を受注者に支

払わなければならない。  

３  前項の既履行部分委託料は，発注者と受注者

と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し ， 協 議 開 始 の 日

か ら １ ４ 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は ，

発注者が定め，受注者に通知する。  

（解除に伴う措置）

（解除に伴う措置）（解除に伴う措置）

（解除に伴う措置）  

  

 

第４２条  受注者は，契約が解除された場合にお

い て ， 貸 与 品 等 が あ る と き は ， 当 該 貸 与 品 等
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を 発 注 者 に返還し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場

合 に お い て ， 当 該 貸 与 品 等 が 受 注 者 の故意 又

は過失に よ り滅失し ， 又 は き 損 し た と き は ，

代 品 を納め ， 若 し く は原状 に復し て返還し ，

又 は返還に 代 え て そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば

ならない。  

２  受注者は，契約が解除された場合において，

業 務 の 実 施 場 所 に 受 注 者 が 所有又 は 管 理 す る

成 果 物 （ 未 完 成 の も の を 含 み ， 前 条 第 ２ 項 に

規 定 す る検査 に 合格し た既履 行 部 分 に 該 当 す

る も の を 除 く 。）， 業 務 の 用 に 供 す る 機 器 ， 仮

設 物 そ の 他 の 物件（ 第 １ ３ 条 た だ し 書 の 規 定

に よ り ， 受 注 者 か ら 業 務 の 一 部 を 委任さ れ ，

又 は 請 け 負 っ た 者 が 所有又 は 管 理 す る こ れ ら

の 物件及 び 貸 与 品 等 の う ち故意 又 は過失に よ

り そ の返還が 不 可能と な っ た も の を 含 む 。 以

下この条において同じ。）があるときは，受注

者 は ， 当 該 物件を撤去す る と と も に ，作業現

場 を修復し ，取り片付 け て ， 発 注 者 に 明 け 渡

さなければならない。  

３  前 項 に 規 定 す る撤去又 は原状回復若 し く は

取片付 け に 要 す る 費 用 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項

において「撤去費用等」という。）は，次の各

号に掲げる撤去費 用 等 に つ き ， そ れぞれ 当 該

各号に 定 め る と こ ろ に よ り 発 注 者 又 は 受 注 者

が負担する。  

(1)  成 果 物 に関す る撤去費 用 等  契約 の 解 除

が 第 ３ ５ 条 から 第 ３ ７ 条まで に よ る とき は

受 注 者 が 負 担し ， 第 ３ ８条 又 は 第 ４ ０条 に

よるときは発注者が負担する。  

(2)  調査機械器具，仮設物その他の物件に関す

る撤去費用等  受注者が負担する。  

４  第２項の場合において，受注者が正当な理由

なく，相当の期間内に当該物件の撤去又は作業

現場 の原状回復若 し く は取片付 け を 行 わ な い

ときは，発注者は，受注者に代わって当該物件

の 処 分 又 は作業現場 の原状回復若 し く は取片

付 けを行 うこと ができ る。 この場 合にお いて ，

受注者は，発注者の処分又は原状回復若しくは

取片付 け に つ い て異議 を申し出る こ と が で き

ず，また，発注者が支出した撤去費用等（前項

第 １号の 規 定 に よ り 発 注 者 が 負 担 す る 業 務 の

成 果物に係るも のを除 く。）を 負担し なけれ ば

ならない。  

５  第１項前段に規定する受注者のとるべき措

置の期 限 ，方 法 等 に つ い て は ，契 約 の 解 除 が

第 ３５条から第３７条までによるときは発注

者が定め，第３８条又は第４０条の規定による

ときは受注者が発注者の意見を聴いて定める

ものとし，同項後段及び第２項に規定する受注

者のとるべき措置 の 期限， 方 法 等に つ いて は ，

発注者が受注者の意見を聴いて定めるものと

する。  

（損害金の予定）

（損害金の予定）（損害金の予定）

（損害金の予定）  

  

 

第４３条  発注者は，第３６条第１項及び第２項

の 規 定 に よ り契約 を 解 除 す る こ と が で き る 場

合においては，契約を解除するか否かにかかわ

らず，委託料の１０分の２に相当する金額の損

害金を 発 注 者 が 指 定 す る 期 間 内 に支払う よ う

受注者に請求するものとする。  

２  前項の規定は，発注者に生じた実際の損害額

が同項に定める金額を超える場合において，発

注 者 が 当 該 超 え る金額 を併せ て 請 求 す る こ と

を妨げるものではない。  

３  前２項の規定は，第３０条第２項の規定によ

る検査に合格した 後 も適用 さ れ るも の とす る 。 

（保険

（保険（保険

（保険）

））

）  

  

 

第４４条  受注者は，仕様書等に基づき保険を付

し たとき 又は任意に保 険を 付して いると きは ，

当 該 保 険 に係る証券又 は こ れ に 代 わ る も の を

直ちに発注者に提示しなければならない。  

（賠償金等の徴収）

（賠償金等の徴収）（賠償金等の徴収）

（賠償金等の徴収）  

  

 

第４５条  発注者は，この契約に基づく受注者の

賠償金，損害金又は違約金と，発注者の支払う

べ き 委 託 料 と を相殺す る こ と が で き る も の と

し，なお不足があるときは追徴するものとする。 

（紛争の解決）

（紛争の解決）（紛争の解決）

（紛争の解決）  

  

 

第 ４ ６ 条  こ の 約 款 の各条 項 に お い て 発 注 者 と

受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る も の に つ き 協 議 が

整 わ な か っ た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受

注 者 が 不服が あ る 場 合 そ の 他契約 に関し て 発

注 者と受 注者と の間に 紛争 を生じ た場合 には ，

発注者及び受注者は，協議の上調停人１名を選

任し，当該調停人のあっせん又は調停によりそ

の解決を図る。この場合において，紛争の処理

に要する費用については，発注者と受注者とが

協議して特別の定めをしたものを除き，調停人

の選任に係る も の は 発 注 者 と 受 注 者 と が折半

し，その他のものは発注者と受注者とがそれぞ

れが負担する。  

２  前項の規定にかかわらず，発注者又は受注者

は，必要があると認めるときは，同項に規定す

る 紛 争 解 決 の手続 前 又 は手続 中 で あ っ て も 同

項 の 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 の 紛 争 に つ い て民

事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく

訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第

２２２号）に基づく調停の申立てを行うことが

できる。  
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（契約外の事項）

（契約外の事項）（契約外の事項）

（契約外の事項）  

  

 

第 ４ ７ 条  こ の 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て

は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して

定める。  

（関係書類の整備）

（関係書類の整備）（関係書類の整備）

（関係書類の整備）  

  

 

第４８条  受注者は，業務に係る経理を明らかに

した関係書類を整備し，履行期間終了の日から

５年間，保存するものとする。  

 



個  人  情  報  取  扱  特  記  事  項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は，この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては，個人の

権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は，業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても，同様と

する。 

 （収集の制限） 

第３ 乙は，業務を行うために個人情報を収集するときは，当該業務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は，甲の指示又は承諾があるときを除き，業務に関して知り得た個人情報をこの

契約の目的以外に利用し，又は第三者に提供してはならない。 

 （適正管理） 

第５ 乙は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （従事者への周知及び監督） 

第６ 乙は，業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し，在職中及び退職

後において，業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当

な目的に使用してはならないことを周知するとともに，業務を処理するために取り扱う

個人情報の安全管理が図られるよう，従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなけれ

ばならない。 

 （複写・複製の禁止） 

第７ 乙は，甲の承諾があるときを除き，業務を行うために甲から引き渡された個人情報

が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第８ 乙は，業務を行うために甲から提供を受け，又は自らが収集した個人情報が記録さ

れた資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し，又は引き渡すものとする。ただし，

甲が別に指示したときは，この限りでない。 

 （取扱状況の報告及び調査） 

第９ 甲は，必要があると認めるときは，業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱

状況を乙に，又は随時，実地に調査することができる。 

 （事故発生時における報告等） 

第１０ 乙は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれがあることを知ったと

きは，速やかに甲に報告し，甲の指示に従うものとする。 

（損害賠償） 

第１１ 業務の処理に関し，個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を

含む。）のために生じた経費は，乙が負担するものとする。 

別記 


